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難しい訴訟裁判や仲裁の38年の経験があり、
その勝訴の様子は                            、
                                    、
各誌にて紹介された。
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訴訟の種類法務サービス

●契約違反
 売買
 流通
 不動産
 ライセンス

●債権回収

●許可書

●雇用
 差別
 セクハラ

●上告 等

● 訴訟
 裁判
 仲裁
 調停

● 契約法
 会社法

●不動産法

●税法

●会社の為の
 雇用法

●資産計画

え
て
い
る
。

　
北
川
弁
護
士
は
東
大
で
研

修
し
、
米
国
人
弁
護
士
を
こ

れ
ま
で
４
名
し
か
輩
出
し
て

い
な
い
京
都
大
学
か
ら
３
人

目
の
卒
業
生
と
し
て
法
学
修

士
号
を
取
得
。
ア
メ
リ
カ
法

曹
協
会
の「
雇
用
法
」
の
部

に
お
い
て
、
そ
の
特
別
メ
ン

バ
ー
に
選
ば
れ
て
い
る
。
ま

た
、
北
川
弁
護
士
と
イ
ベ
ー

ト
弁
護
士
は
２
０
２
０
年
全

米
の「
訴
訟
の
部
」
に
お
い

て
優
秀
弁
護
士(Law

yers 
of D

istinction)

に
選
ば
れ

た
。
大
型
法
律
事
務
所
及
び

ビ
ッ
グ
４
と
呼
ば
れ
る
監

査
事
務
所
か
ら
独
立
し
、
日

系
企
業
の
特
別
で
独
特
な

ビ
ジ
ネ
ス
・
ニ
ー
ズ
を
心
得

て
い
る
。

　
一
流
日
系
企
業
や
日
系

の
方
々
の
サ
ポ
ー
ト
を
専

門
と
し
て
い
る
点
が
ユ

ニ
ー
ク
で
、
訴
訟
（
裁
判
、

仲
裁
、
調
停
）、
不
動
産
法
、

雇
用
法
、
契
約
、
会
社
法
を

　
米
国
内
の
日
系
企
業
の

為
に
ビ
ジ
ネ
ス
法
律
に
特
化

し
た
サ
ー
ビ
ス
を
リ
ー
ズ
ナ

ブ
ル
な
費
用
に
て
提
供
す
る

北
川
＆
イ
ベ
ー
ト
法
律
事
務

所
は
、
弁
護
士
陣
は
、
カ
リ

フ
ォ
ル
ニ
ア
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
、

含
む
法
律
サ
ー
ビ
ス
と
対

応
策
の
提
供
に
は
実
績
が

あ
る
。
米
国
事
業
で
の
成
功

や
リ
ス
ク
管
理
に
役
立
つ

同
事
務
所
の
ビ
ジ
ネ
ス
法

律
指
南
は
、
日
系
企
業
か
ら

高
い
評
価
を
得
て
い
る
。

　「
ほ
と
ん
ど
全
て
の
訴
訟

は
裁
判
に
な
る
前
に
示
談

と
な
る
の
で
、
実
際
の
裁
判

や
仲
裁
の
経
験
が
あ
る
弁

護
士
は
ご
く
わ
ず
か
で
す
。

弊
事
務
所
は
勝
つ
た
め
の

戦
略
に
長
け
て
お
り
、
ク
リ

エ
イ
テ
ィ
ブ
な
経
験
値
が
高

い
こ
と
か
ら
、
世
界
的
に
見

て
も
大
型
法
律
事
務
所
と

称
さ
れ
る
法
律
事
務
所
を

相
手
に
、
難
し
い
訴
訟
裁
判

や
仲
裁
裁
定
で
勝
訴
し
て

き
ま
し
た
」
と
北
川
弁
護
士

は
話
す
。
裁
判
や
仲
裁
裁

定
で
勝
訴
し
た
経
験
を
持

つ
弁
護
士
は
ご
く
少
数
で

あ
り
、
そ
の
勝
訴
の
様
子

は
ウ
ォ
ー
ル
ス
ト
リ
ー
ト
・

ジ
ャ
ー
ナ
ル
、シ
カ
ゴ
・
ト
リ

ビ
ュ
ー
ン
紙
、
ロ
サ
ン
ゼ
ル

ス
・
タ
イ
ム
ズ
等
で
も
取
り

上
げ
ら
れ
て
い
る
。

　「
米
国
内
で
日
系
企
業
は

目
覚
ま
し
い
勢
い
で
成
長

し
て
い
ま
す
。
米
国
で
成
功

を
収
め
た
い
日
系
企
業
に

は
、
経
験
に
基
づ
く
ビ
ジ
ネ

ス
法
律
の
手
引
き
や
リ
ス

ク
管
理
が
必
要
で
す
。
弊
所

は
米
国
で
活
躍
す
る
日
本

企
業
の
為
の
法
律
事
務
所

で
あ
る
た
め
、
日
英
両
言
語

堪
能
な
チ
ー
ム
が
常
在
し

て
お
り
、
弁
護
士
陣
は
、
全

員
が
英
語
を
母
国
語
と
し
、

英
語
の
文
書
作
成
に
も
秀

で
て
い
ま
す
。
ま
た
、
米
国

で
、
相
手
に
敬
意
を
持
ち
な

が
ら
有
益
な
ビ
ジ
ネ
ス
関

係
を
築
く
為
に
は
、
地
域
や

そ
の
文
化
の
違
い
へ
の
理

解
が
必
要
に
な
り
ま
す
が
、

そ
れ
ら
を
含
め
た
米
国
の

ビ
ジ
ネ
ス
に
対
す
る
理
解

や
経
験
を
十
分
に
持
ち
合

わ
せ
て
お
り
ま
す
」。

LAWYER SP
弁 護 士 特 集

テ
キ
サ
ス
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
、

ネ
バ
ダ
、
ア
ラ
バ
マ
、
ミ
シ

ガ
ン
で
弁
護
資
格
を
取
得
し

て
お
り
、
ビ
ジ
ネ
ス
の
法
律

ニ
ー
ズ
や
、
様
々
な
地
域
の

地
理
的
な
相
違
点
に
お
い

て
も
深
い
知
識
を
兼
ね
備

日系企業のための米国ビジネス法律事務所

北川＆イベート法律事務所

著名日系企業の多くを全米に渡り代表。必勝戦略に高い評価を
得ており、 全米に渡る大手法律事務所に対する仲裁裁判を含む
勝訴の実績を持つ。同事務所の勝訴が   、
                         、　     　　　各誌でも紹介。訴訟、
仲裁、裁判、契約法、会社法、 雇用法、合併・吸収、無税再構成、
不動産法等において多種多様な業界にて豊富な経験有。

弁護士陣はカリフォルニア州、テキサス州、ジョージア州、ニュー
ヨーク州、ネバダ州、アラバマ州、ミシガン州において資格所有。
日英両言語堪能なチーム。

必勝・難題解決のプロ・良心的

北川＆イベート法律事務所

(949)788-9980
www.JAPANUSLAW.com

日本語でどうぞ
MAIN 300 SPECTRUM CENTER DR.

SUITE 960, IRVINE, CA 92618

TEXAS
(BY APPT.) 5851 LEGACY CIR.,
6TH FL., PLANO, TX 75024

裁判
仲裁
調停

必勝訴訟

弁護士陣はカリフォルニア、テキサス、ジョージア、ニューヨーク、ネバダ、アラバマ、ミシガンでの弁護資格を有する。




